天川村会計年度任用職員　募集案内
令和８年２月２日
天　川　村

天川村では、令和８年４月から集落支援員の業務に従事する会計年度任用職員を下記のとおり募集します。

１．募集受付期間
　　令和８年２月２日（月）から令和８年２月１６日（月）
　　※受付期間経過後の申込みは受け付けません。

２．応募の概要
	番号
	採用職種
	勤務地
	採用予定
人員
	職務内容

	
４
	
集落支援員
	
出勤退勤は
天川村役場

勤務場所は村内一円
	
１名
	1 村内巡視（道路周辺及び河川等の環境巡視を行い捨てられたゴミがあれば回収）
※河川巡視には住民課と打ち合わせの上「天川村をきれいにする条例」違反者への警告を行う。（通年）

2 公衆トイレの点検及び清掃。
※便器や手洗い、床壁天井、窓・扉の清掃、トイレットペーパーの補充、照明器具・換気扇・浄化槽ブロワーの作動状況の確認及び交換修理。建物周辺の草刈り、植木の剪定作業、蜂の巣駆除も行う。（通年）

3 公衆トイレの屋根及び外壁のペンキ塗り及び冬季における凍結防止作業
※担当者と相談の上、施設の状況に応じて実施

4 春休み前、ゴールデンウイーク前、夏休み前、紅葉シーズン前における遊歩道及び登山道の点検。点検結果に基づき補修作業、放土撤去、草刈り、倒木処理、蜂の巣駆除、看板等の設置等を行う。

5 台風襲来後における遊歩道・登山道、村道・林道、虻峠公衆トイレ水源地の点検。点検結果に基づき補修作業、放土撤去、草刈り、倒木処理、看板等の設置等を行う。

6 村有施設（洞川エコミュージアムセンター、村立資料館、洞川定住促進住宅（旧江良邸）、北角村有地、天の川スポーツ広場、沢原村有地、南日裏村有地等の草刈り業務（各施設担当者と打ち合わせの上実施）

7 名水まつり、もみじまつり開催1週間前までにのぼり旗等の設置

8 毎週月曜日及び金曜日は住民課のパッカー車に乗りゴミ収集作業の支援。
（住民課と打ち合わせの上、2人で交互に行うこと）

⑨職務上使用する公用車の管理

⑩上記の他、所管課長が指示する業務
例：紅葉時期の落葉処理、雪かき、冬期のイチゴ栽培業務、トラフグ養殖業務
遊歩道・登山道、観光施設の修繕、閑散期における村道・林道の草刈り及び補修等



３．応募資格
・地方公務員法第16条の各号のいずれかに該当する方は応募できません。
　　①　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
　　②　天川村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
　　③　日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
・会計年度任用職員として任用する時点に於いて、既に他の事業主に雇用されている方の申込みは出来ません。（会計年度任用職員が本業でなければなりません）
・普通自動車第一種運転免許（オートマチック車限定でないこと。）の運転免許を所有し、天川村内の車道を運転することができる方。
・「刈払機取扱作業者資格」及び「チェーンソー作業従事者特別講習受講証明書」並びに「伐木等業務特別教育の講習証明書」を有していること。（※採用後に取得可）
４．任用根拠
　地方公務員法第22条の２第1項第1号に規定する会計年度任用職員。

５．任用期間
　令和８年４月1日から令和９年3月31日まで
　　※採用後、原則として1ヶ月間は条件付採用期間です。

６．勤務条件等
	勤務場所
	集落支援員（村内一円）

	勤務時間
	8時１５分～16時15分の7時間（休憩時間60分）※調整可能
　勤務管理は天川村役場のタイムレコーダーで行います。

	超過勤務
	原則無し
（但し、臨時又は緊急の場合は超過勤務を命じることがあります）

	休　　日
	原則
勤務：原則週休２日 
但し、令和８年度勤務に於いては、
４月2９日（祝）、～5月6日（水）、8月1１日（月）～8月1４日（金）、9月21日（祝）～９月２３日（祝）、11月3日（祝）に休日出勤を命じます。



その場合、担当者と相談の上、前4週間後8週間のうちに勤務日と振り替える振替休日を取得して頂きます。（※祝日勤務は、後8週間で振替）


	報　　酬
	日額1１，８１０円
（上記の他、通勤手当、超過勤務手当、期末手当の支給あり）

	社会保険
	健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労働者災害保険法の定めるところにより適用

	休暇制度
	任用期間や勤務日数に応じて年次有給休暇等が付与されます

	服務規律
	会計年度任用職員は、地方公務員法にある以下の規定が適用されます。
・全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する義務
・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・職務に専念する義務
・政治的行為の制限
・争議行為等の禁止等
懲戒の規定に該当する場合は、同法に基づく処分の対象となります


	営利企業への従事等
	今回、本村が募集する会計年度任用職員はパートタイム型であるため、常勤職員に適用される「営利企業等への従事等の制限」の対象になりません。副業で営利企業へ従事される場合は、服務規律を厳守すること。


	他課との連携
	1 村内巡視に含まれる「天川村をきれいにする条例」違反者への警告については、民地以外で火気を使用した調理を行っている者を見つけた場合、天川村の条例で禁止されている事を伝え、キャンプ場や、BBQ専用施設に移動して利用して頂くよう指導し日誌に記録を残す。再度の巡視に於いて同一人物が行為を続行している場合、そのことに対し警告を行った上で住民課職員に連絡を行うこと。

2 毎週月曜日と金曜日に行うゴミ収集作業の支援は集落支援員内で対応する。また変更が生じるときは住民課職員に連絡を入れること。
[bookmark: _GoBack]
3 その他所管課長が指示する業務
例：紅葉時期の落葉処理、雪かき、冬期のイチゴ栽培業務、トラフグ養殖業務、遊歩道・登山道・観光施設の修繕、閑散期における村道・林道の草刈り及び補修等



7．選考方法 
応募者に対して、書類選考、面接による選考を実施します。

８．応募方法・応募書類
・会計年度任用職員採用申込書（所定の様式を使用してください。）
　※必要事項を記入のうえ、写真を貼付してください。
・普通自動車第一種運転免許（オートマチック車限定でないこと。）の写し
・刈払機取扱作業者資格の写し
・チェーンソー作業従事者特別講習受講証明書の写し
・伐木等業務特別教育の講習証明書の写し

【提出先】
天川村　企画観光課
〒638-0392　奈良県吉野郡天川村沢谷６０番地
☏　０７４７－６３－０３２１（内線１５０．１５１）
　　　　※持参又は郵送にてご提出ください。

９．選考結果
受験者全員に文書にて連絡します。 

10．注意事項
（ア）応募書類の記載事項に不正があると選考が無効となる場合があります。
（イ）応募者に係る個人情報については適切に管理し、本件以外には一切使用しません。 なお、応募書類は返却しません。当方の責任にて処分します。

１１．再度の任用について
　　１会計年度終了後、人事評価結果等により公募によらず再度任用される場合があります。なお、再度の任用は会計年度任用職員としての任用を決定するものであり、同じ職種や勤務場所での任用となりますが、国の期間業務の職員の平等取り扱い及び成果主義を踏まえ、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用を行う事が出来るのは原則２回目としていることに準じて、年度を超えた再度の任用は２回（連続する３会計年度）に限ります。


